
重要事項説明書（グループホームもみじ） （Ｒ8.04.01）

１．事業者

名 称 　医療法人社団　仁寿会

所 在 地 　広島県竹原市中央３丁目１５番１号 　

法 人 種 別 　医療法人社団

代 表 者 　理事長　河野晋久

連 絡 先 ＦＡＸ

２．事業の目的と運営方針

３．事業所

名 称

指 定 番 号

所 在 地

連 絡 先

敷 地

２７ ２７ ２７

４．ご利用住居
　

名 称 グループホームもみじ

所 在 地 広島県竹原市西野町槙ヶ坪１８４番地

管 理 者

兼　務

連 絡 先 ＦＡＸ

敷 地

建 物

９３９．１５平方メートル

２７

２７

利 用 居 室

共 用 施 設

あなたに共同生活介護サービスを提供するに先立ち、以下のとおり重要事項を説明いたします。

電　話 0846-22-2325 0846-22-2325

事 業 目 的
認知症によって自立生活が困難な高齢者に家庭的な環境のもとで、安心と尊厳あ
る生活を可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的をする。

運 営 方 針
利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供につとめると
ともに、利用者の家族にもサービスの内容、提供方法についてわかりやすく説明
し、介護保険法および関連法令等の内容に沿った運営を行うものとする。

グループホームもみじ

３４７０７００２８１
広島県竹原市西野町槙ヶ坪１８４番地

０８４６－２３－１２６０

８，２９３．４４平方メートル

建 物

住居数 総戸数 総定員

延床面積 ９３９．１５平方メートル

職員数 ２２名

氏　名 山中ゆかり

保有資格 介護福祉士 有

電　話 0846-23-1260 0846-23-1261

８，２９３．４４平方メートル

構　造 鉄筋コンクリート造　３階建

延床面積

居室数

入居定員

号室　　１２．１１㎡　（定員1名）　

食堂・居間・風呂・トイレ



５．職員体制

兼務 兼務

管 理 者 １

介護従業者 3

１

そ の 他

６．職員の勤務体制

区 分

　７：００～１６：００ ３

　８：３０～１７：３０ ３

　９：0０～１８：0０ ３

１７：００～　９：００ ３

　９：００～１３：００ １

１３：００～１８：００ １

７．休業日

休 業 日

８．サービス内容

（１）介護保険給付サービス

種 類

利用料（1日あたり）

・食材費は給付対象外です。

朝食 　８：００

昼食 １２：００

夕食 １８：００

・要支援　2 749単位

・要介護　１　 753単位

・介助は介護従事者が行います。 ・要介護　２　 788単位

・週２回以上入浴または清拭を行います。 ・要介護　３　 812単位

・介助は介護従事者が行います。 ・要介護　４　 828単位

・離床 ・要介護　５　 845単位

寝たきり防止のため離床に配慮します。

・着替え ・医療連携体制加算Ⅰﾊ

着替えのお手伝いをします。 37単位

・整容 ・医療連携体制加算Ⅱ

身の回りのお手伝いをします。 　　　　　　5単位
・寝具消毒 ・ｻｰﾋﾞｽ体制加算　　22単位

常勤 非常勤
常勤換算 保有資格等

専従 専従

介護福祉士

17 2 21.1 介護福祉士等

介護支援専門員 1 介護支援専門員等

勤　務　時　間 休　暇 員　数

常 勤

交代制

非 常 勤

な　し

内　　　　容 利用料

食 事

・利用者の身体状況、嗜好、栄養のバランスに
配慮して作成した献立表に基づいて提供しま
す。 下記単位数

・食事は離床して食堂でとっていただくよう配慮
します。

・入居日から３０日以内の期間
は、1日につき３０単位を加算しま
す。

・食事時間

・法定代理受領の場合は、1割相
当額となります。排 せ つ

・利用者の状況に応じ、適切な排せつの介助
と、排せつの自立の援助を行います。

・おむつの交換は1日５回を原則としますが、必
要があれば回数を増やします。

入 浴

日常生活上
の世話

・シーツ交換

・健康管理 ・看取り介護加算



・役所手続の代行

（２）介護保険給付外費用

種 類

これらは介護保険給付の対象外です。実費をお支払い下さい。

理 美 容 代

お む つ 代 1枚につき １８０ 円

尿取りパット 1枚につき ３０ 円

〃 （夜用） 1枚につき ７０ 円

持 込 電 気 1日につき ５０ 円 （１点につき）

家 賃 １か月 円 （2,000円 ／日）

間食・おやつ １か月 円 （　100円 ／日）

食 事 代 １か月 円 （1,500円 ／日）

共 益 費 １か月 円 （　100円 ／日）

水道光熱費 １か月 円 （　400円 ／日）

寝 具 一 式 １か月 円 （　　51円 ／日）

日 用 品 費 １か月 円 （　　61円 ／日）

９．入居に当たっての留意事項

１０：００～１６：００

門限は守って下さい。　　 １８：００

外出・外泊前に必ず行き先と帰着予定日時を届け出て下さい。

住 居 ・ 居 室

の 利 用

迷 惑 行 為 騒音の発生、放歌高吟等他の利用者の迷惑行為はご遠慮ねがいます。

承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないで下さい。

禁 止 行 為 事業所職員が安全、安心して働ける労働環境を構築するため、以下の行為を禁止

します。・身体及び精神的な攻撃・拘束的、差別的、威圧的な言動・性的な言動

・業務に支障を来す執拗、継続的な言動・職員の尊厳を傷つける言動・SNSへ音声

や画像等を掲載すること

貴重品等は事務所の保管庫にてお預かりさせていただく場合があります。

・洗濯 　（死亡日以前31～45日）　　72単位

・居室内清掃 　（死亡日以前4～30日）　　144単位

　（死亡日前日・前々日）　　680単位

　（死亡日）　　　　　　　 　　1,280単位

機 能 訓 練

・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により
生活機能の維持・改善に努めます。

医師の往診
の 手 配 等

医師の往診の手配その他療養上の世話をしま
す。

相談および
援 助

利用者とそのご家族からの相談に誠意をもって
応じ、可能な限り必要な援助を行います。

内　　　　容

実 費

６０，０００

４５，０００

３，０００

３，０００

１２，０００

１，５３０

１，８３０

面 会

来訪者は、面会の都度職員に届け出て下さい。また、面会時間を遵守して下さい。
宿泊されるときは必ず許可を得て下さい。

外 出

所 持 品
現 金 等

この共同生活住居内の設備、備品等は本来の用法に従って大切にご利用下さい。
これに反した利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。



１０．協力医療機関

名 称 こうの医院

所 在 地 竹原市中央三丁目１５番１号

電 話 番 号 ０８４６－２２－２３２５

診 察 科 循環器科・内科・小児科

入 院 設 備

救 急 指 定

同一の医療法人で２４時間体制で連携をとれるようになっている

協力歯科医療機関

名 称 医療法人なかま

所 在 地 東広島市河内町中河内655-1

電 話 番 号 ０８２－４２０－７７００

診 察 科 歯科

１１．非常災害時の対策

別に定めます。

消防計画　 竹原消防署へ変更届出済

防火管理者　 森崎　豊彦

避 難 訓 練 年２回、火災、地震等を想定した訓練を行います。

自動火災報知器 誘導灯 スプリンクラー

煙感知器 ガス漏れ遮断機

１２．苦情申立

山中ゆかり　武本美智代　中寿賀常枝

ご利用時間 毎日 ８：３０～１７：３０

ご利用方法 電話 ０８４６－２３－１２６０

面接 当施設内にて

竹原市地域支えあい推進課介護保険係

広島県国民健康保険団体連合会

苦情を受け付けた後には、速やかに調査を行いご回答致します。

１３．事故発生時の対応

協力関係の
概 要

消 防 計 画 平成　30年　10月　16日

防 火 設 備

当 事 業 所
相 談 室

担 当 者

ま た は 、

（０８４６－２２－７７４３）

（０８２－５４５－０７８３）

　事故発生時には、速やかに管理者に報告し必要な措置を講じ、ご家族へ連絡を

致します。（緊急連絡先等の変更がございましたら速やかにご連絡下さい。）また、

必要に応じて保険者に報告し、その記録を保存致します。なお、損害賠償の必要な

ときには、運営規程にもとづき対応致します。



令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住　所

氏　名

住　所

氏　名

続　柄

電話

私は、　書面に基づいての職員（職名　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　）から上記、重要

事項の説明を受けたことを確認します。

利 用 者

㊞

利用者の家族等

㊞


